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埼玉県福祉部長（公印省略） 

 

 

令和８年度埼玉県社会福祉大会における知事表彰受賞候補者の推薦に 

ついて（依頼） 

 県福祉行政の推進のため、日頃格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、令和８年度埼玉県社会福祉大会を、令和８年１１月１６日（月）に埼玉会館（さ

いたま市浦和区）にて開催する予定です。 

 本大会において別添「埼玉県社会福祉大会における社会福祉事業功労者等表彰要綱」（以

下「表彰要綱」という。）に基づき知事表彰を行います。 

 つきましては、別記事項に御注意の上、候補者を推薦してくださるようお願いいたします。 

  

 候補者をもれなく把握する必要がありますので、該当者のいない場合もその旨必ず

回答してください。（該当者なしの回答についてもメールでその旨御回答ください。） 

 

                  〒330-9301  

                  埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

                  担当 社会福祉課 総務・社会福祉担当 谷本 

                  電 話：０４８－８３０－３２２１ 

                                 E-Mail：a3270-10@pref.saitama.lg.jp 

様 



別記 

 

１ さいたま市長表彰の対象となる候補者及びさいたま市の所管する社会福祉施設又は

社会福祉団体については、本知事表彰の対象となりません。（別紙「埼玉県社会福祉大

会の知事表彰におけるさいたま市候補者の取扱い」参照）。 

 

２ 埼玉県表彰規則（平成２０年６月３日規則第６４号）に基づく知事表彰（１１月 

 １４日の「県民の日」の式典で表彰）でも、社会福祉功労に係る表彰が行われるため、

両知事表彰の推薦基準を満たす候補者について、どちらか一方に推薦いただければ、両

方に推薦があったものとして調整します。 

  ただし、重複しての受賞はできないので、調整の結果、推薦いただいた表彰と異なる

表彰が適当と思われる場合は、適宜相談させていただきます。 

 

３ 受賞候補者の推薦に当たっては、候補者の功績内容等を十分調査し、表彰に値する具

体的功績を記してください。 

    なお、氏名に必ずふりがなを付してください。表彰状や要覧に記載される氏名となる

ため、誤字がないようご確認ください。 

  氏名に外字が含まれる場合、推薦調書に外字画像を張り付けた形で御提出ください。 

 

４ 社会福祉施設職員及び社会福祉事業従事者には、用務員、看護師、各種相談員（身体

・知的・精神障害者、婦人、母子自立支援員等）、嘱託医を含みます。 

 

５ ボランティア団体には、福祉協力校（※）を含みます。 

  ※福祉協力校として自治体又は社会福祉協議会に指定されている学校であること。 

 

６ 表彰要綱第３条第１項第７号の「社会福祉事業特別協助者（団体を含む。）」と同条

第２項第１号「社会福祉事業協助者（団体を含む。）」の寄付額の基準は別表を参照し

てください。 

 

７ 町村において自立生活障害者（身体障害者を除く。）を推薦する場合は、所管の県福

祉事務所と協議の上、候補者を選んでください。 

 

８ 年齢及び在職年数は、令和８年４月１日現在で記載してください。 

 



９  添書と推薦調書は 令和８年７月２日（木）までに埼玉県福祉部社会福祉課総務・社

会福祉担当宛てにメールで提出してください（厳守、郵送不可）。（メールで提出する

際、パスワードを設定するなど個人情報であることに十分配慮してください。） 

 

10 毎年、推薦元である当通知文の宛先以外の団体（市町村社協等）から直接県に推薦調

書が提出されてしまう事案が発生しています。県では、推薦元以外から提出があった分

については受領いたしません。必ず推薦元を通して県に御提出をお願いいたします。 

 

11 提出期限を過ぎてからの追加提出は一切受け付けません。 

 


